
亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 元 年 １ ２ 月 ２ ５ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ ７ 号  

 

亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

第 １ 条  亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ ３ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ ７ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 加 算 し た 額 に 」 の 次 に 「 、 ６ 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 」 を 、 「 １ ０ ０ 分 の ９ ２ ． ５ 」 の 次 に 「 、  

１ ２ 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は １ ０ ０ 分 の ９ ７ ． ５ 」 を 加 え る 。  

別 表 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 部 １ の 項 中 「 １ ４ ４ ， １ ０ ０ 」 を  

「 １ ４ ６ ， １ ０ ０ 」 に 、 「 １ ９ ４ ， ０ ０ ０ 」 を 「 １ ９ ５ ， ５ ０ ０ 」  

に、「２３０，０００」を「２３１，５００」に、「２６３，０００」 

を「２６４，２００」に、「２８８，９００」を「２８９，７００」 

に改め、同部２の項中「１４５，２００」を「１４７，２００」に、 

「 １ ９ ５ ， ８ ０ ０ 」 を 「 １ ９ ７ ， ３ ０ ０ 」 に 、 「 ２ ３ １ ， ６ ０ ０ 」  

を「２３３，１００」に、「２６４，９００」を「２６６，０００」 

に、「２９１，１００」を「２９１，９００」に改め、同部３の項 

中「１４６，４００」を「１４８，４００」に、「１９７，６００」 

を「１９９，１００」に、「２３３，１００」を「２３４，６００」 

に、「２６６，７００」を「２６７，８００」に、「２９３，４００」 

を 「 ２ ９ ４ ， ０ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ４ の 項 中 「 １ ４ ７ ， ５ ０ ０ 」  

を「１４９，５００」に、「１９９，４００」を「２００，９００」 

に、「２３４，７００」を「２３６，２００」に、「２６８，８００」 

を「２６９，９００」に、「２９５，５００」を「２９６，０００」 

に改め、同部５の項中「１４８，６００」を「１５０，６００」に、 

「 ２ ０ ０ ， ９ ０ ０ 」 を 「 ２ ０ ２ ， ４ ０ ０ 」 に 、 「 ２ ３ ６ ， １ ０ ０ 」  

を「２３７，６００」に、「２７０，５００」を「２７１，６００」 



に、「２９７，４００」を「２９７，９００」に改め、同部６の項 

中「１４９，７００」を「１５１，７００」に、「２０２，７００」 

を「２０４，２００」に、「２３７，８００」を「２３９，３００」 

に、「２７２，４００」を「２７３，４００」に、「２９９，７００」 

を 「 ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ７ の 項 中 「 １ ５ ０ ， ８ ０ ０ 」  

を「１５２，８００」に、「２０４，５００」を「２０６，０００」 

に、「２３９，３００」を「２４０，８００」に、「２７４，３００」 

を「２７５，２００」に、「３０２，０００」を「３０２，２００」 

に改め、同部８の項中「１５１，９００」を「１５３，９００」に、 

「 ２ ０ ６ ， ３ ０ ０ 」 を 「 ２ ０ ７ ， ８ ０ ０ 」 に 、 「 ２ ４ ０ ， ９ ０ ０ 」  

を「２４２，４００」に、「２７６，４００」を「２７７，２００」 

に改め、同部９の項中「１５３，０００」を「１５４，９００」に、 

「 ２ ０ ７ ， ９ ０ ０ 」 を 「 ２ ０ ９ ， ４ ０ ０ 」 に 、 「 ２ ４ ２ ， １ ０ ０ 」  

を「２４３，５００」に、「２７８，４００」を「２７９，２００」 

に 改 め 、 同 部 １ ０ の 項 中 「 １ ５ ４ ， ４ ０ ０ 」 を 「 １ ５ ６ ， ３ ０ ０ 」  

に、「２０９，７００」を「２１１，２００」に、「２４３，６００」 

を「２４５，０００」に、「２８０，４００」を「２８１，２００」 

に 改 め 、 同 部 １ １ の 項 中 「 １ ５ ５ ， ７ ０ ０ 」 を 「 １ ５ ７ ， ６ ０ ０ 」  

に、「２１１，５００」を「２１３，０００」に、「２４５，２００」 

を「２４６，６００」に、「２８２，５００」を「２８３，１００」 

に 改 め 、 同 部 １ ２ の 項 中 「 １ ５ ７ ， ０ ０ ０ 」 を 「 １ ５ ８ ， ９ ０ ０ 」  

に、「２１３，３００」を「２１４，８００」に、「２４６，６００」 

を「２４７，９００」に、「２８４，５００」を「２８５，０００」 

に 改 め 、 同 部 １ ３ の 項 中 「 １ ５ ８ ， ３ ０ ０ 」 を 「 １ ６ ０ ， １ ０ ０ 」  

に、「２１４，７００」を「２１６，２００」に、「２４８，１００」 

を「２４９，４００」に、「２８６，５００」を「２８７，０００」 

に 改 め 、 同 部 １ ４ の 項 中 「 １ ５ ９ ， ８ ０ ０ 」 を 「 １ ６ １ ， ６ ０ ０ 」  

に、「２１６，５００」を「２１８，０００」に、「２４９，６００」 

を「２５０，８００」に、「２８８，６００」を「２８８，９００」 

に 改 め 、 同 部 １ ５ の 項 中 「 １ ６ １ ， ３ ０ ０ 」 を 「 １ ６ ３ ， １ ０ ０ 」  



に、「２１８，２００」を「２１９，７００」に、「２５０，９００」 

を「２５２，１００」に、「２９０，６００」を「２９０，８００」 

に 改 め 、 同 部 １ ６ の 項 中 「 １ ６ ２ ， ９ ０ ０ 」 を 「 １ ６ ４ ， ７ ０ ０ 」  

に、「２２０，０００」を「２２１，５００」に、「２５２，３００」 

を 「 ２ ５ ３ ， ５ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 １ ７ の 項 中 「 １ ６ ４ ， ２ ０ ０ 」  

を「１６５，９００」に、「２２１，７００」を「２２３，２００」 

に、「２５３，８００」を「２５５，０００」に改め、同部１８の 

項中「１６５，７００」を「１６７，４００」に、「２２３，４００」 

を「２２４，９００」に、「２５５，４００」を「２５６，５００」 

に 改 め 、 同 部 １ ９ の 項 中 「 １ ６ ７ ， ２ ０ ０ 」 を 「 １ ６ ８ ， ９ ０ ０ 」  

に、「２２５，０００」を「２２６，５００」に、「２５７，１００」 

を 「 ２ ５ ８ ， ２ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ２ ０ の 項 中 「 １ ６ ８ ， ７ ０ ０ 」  

を「１７０，４００」に、「２２６，６００」を「２２８，１００」 

に、「２５８，９００」を「２６０，０００」に改め、同部２１の 

項中「１７０，１００」を「１７１，７００」に、「２２８，０００」 

を「２２９，５００」に、「２６０，５００」を「２６１，６００」 

に 改 め 、 同 部 ２ ２ の 項 中 「 １ ７ ２ ， ８ ０ ０ 」 を 「 １ ７ ４ ， ４ ０ ０ 」  

に、「２２９，７００」を「２３１，２００」に、「２６２，３００」 

を 「 ２ ６ ３ ， ３ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ２ ３ の 項 中 「 １ ７ ５ ， ４ ０ ０ 」  

を「１７７，０００」に、「２３１，３００」を「２３２，８００」 

に、「２６４，０００」を「２６４，９００」に改め、同部２４の 

項中「１７８，０００」を「１７９，６００」に、「２３２，９００」 

を「２３４，４００」に、「２６５，７００」を「２６６，５００」 

に 改 め 、 同 部 ２ ５ の 項 中 「 １ ８ ０ ， ７ ０ ０ 」 を 「 １ ８ ２ ， ２ ０ ０ 」  

に、「２３４，０００」を「２３５，４００」に、「２６７，６００」 

を 「 ２ ６ ８ ， ４ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ２ ６ の 項 中 「 １ ８ ２ ， ４ ０ ０ 」  

を「１８３，９００」に、「２３５，５００」を「２３６，９００」 

に、「２６９，５００」を「２７０，２００」に改め、同部２７の 

項中「１８４，０００」を「１８５，５００」に、「２３６，９００」 

を「２３８，３００」に、「２７１，３００」を「２７１，９００」 



に 改 め 、 同 部 ２ ８ の 項 中 「 １ ８ ５ ， ７ ０ ０ 」 を 「 １ ８ ７ ， ２ ０ ０ 」  

に、「２３８，２００」を「２３９，５００」に、「２７３，１００」 

を 「 ２ ７ ３ ， ６ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ２ ９ の 項 中 「 １ ８ ７ ， ２ ０ ０ 」  

を「１８８，７００」に、「２３９，５００」を「２４０，７００」 

に、「２７４，８００」を「２７５，３００」に改め、同部３０の 

項中「１８８，９００」を「１９０，４００」に、「２４０，７００」 

を「２４１，９００」に、「２７６，７００」を「２７７，０００」 

に 改 め 、 同 部 ３ １ の 項 中 「 １ ９ ０ ， ７ ０ ０ 」 を 「 １ ９ ２ ， ２ ０ ０ 」  

に、「２４１，７００」を「２４２，９００」に、「２７８，６００」 

を 「 ２ ７ ８ ， ８ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ３ ２ の 項 中 「 １ ９ ２ ， ４ ０ ０ 」  

を「１９３，９００」に、「２４２，９００」を「２４４，１００」 

に 改 め 、 同 部 ３ ３ の 項 中 「 １ ９ ４ ， ０ ０ ０ 」 を 「 １ ９ ５ ， ５ ０ ０ 」  

に、「２４４，２００」を「２４５，４００」に改め、同部３４の 

項中「１９５，４００」を「１９６，９００」に、「２４５，３００」 

を 「 ２ ４ ６ ， ４ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ３ ５ の 項 中 「 １ ９ ６ ， ９ ０ ０ 」  

を「１９８，４００」に、「２４６，５００」を「２４７，６００」 

に 改 め 、 同 部 ３ ６ の 項 中 「 １ ９ ８ ， ４ ０ ０ 」 を 「 １ ９ ９ ， ９ ０ ０ 」  

に、「２４７，８００」を「２４８，９００」に改め、同部３７の 

項中「１９９，７００」を「２０１，２００」に、「２４８，７００」 

を 「 ２ ４ ９ ， ８ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ３ ８ の 項 中 「 ２ ０ １ ， ０ ０ ０ 」  

を「２０２，５００」に、「２５０，１００」を「２５１，１００」 

に 改 め 、 同 部 ３ ９ の 項 中 「 ２ ０ ２ ， ２ ０ ０ 」 を 「 ２ ０ ３ ， ７ ０ ０ 」  

に、「２５１，５００」を「２５２，３００」に改め、同部４０の 

項中「２０３，５００」を「２０５，０００」に、「２５２，９００」 

を 「 ２ ５ ３ ， ６ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ４ １ の 項 中 「 ２ ０ ４ ， ８ ０ ０ 」  

を「２０６，３００」に、「２５４，３００」を「２５５，０００」 

に 改 め 、 同 部 ４ ２ の 項 中 「 ２ ０ ６ ， １ ０ ０ 」 を 「 ２ ０ ７ ， ６ ０ ０ 」  

に、「２５５，７００」を「２５６，４００」に改め、同部４３の 

項中「２０７，４００」を「２０８，９００」に、「２５７，１００」 

を 「 ２ ５ ７ ， ６ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ４ ４ の 項 中 「 ２ ０ ８ ， ７ ０ ０ 」  



を「２１０，２００」に、「２５８，４００」を「２５８，８００」 

に 改 め 、 同 部 ４ ５ の 項 中 「 ２ ０ ９ ， ８ ０ ０ 」 を 「 ２ １ １ ， ３ ０ ０ 」  

に、「２５９，６００」を「２６０，０００」に改め、同部４６の 

項中「２１１，１００」を「２１２，６００」に、「２６０，９００」 

を 「 ２ ６ １ ， ２ ０ ０ 」 に 改 め 、 同 部 ４ ７ の 項 中 「 ２ １ ２ ， ４ ０ ０ 」  

を「２１３，９００」に、「２６２，３００」を「２６２，５００」 

に 改 め 、 同 部 ４ ８ の 項 中 「 ２ １ ３ ， ７ ０ ０ 」 を 「 ２ １ ５ ， ２ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ４ ９ の 項 中 「 ２ １ ４ ， ８ ０ ０ 」 を 「 ２ １ ６ ， ３ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ５ ０ の 項 中 「 ２ １ ５ ， ９ ０ ０ 」 を 「 ２ １ ７ ， ４ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ５ １ の 項 中 「 ２ １ ６ ， ９ ０ ０ 」 を 「 ２ １ ８ ， ４ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ５ ２ の 項 中 「 ２ １ ８ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ２ １ ９ ， ５ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ５ ３ の 項 中 「 ２ １ ９ ， １ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ０ ， ６ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ５ ４ の 項 中 「 ２ ２ ０ ， １ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ １ ， ６ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ５ ５ の 項 中 「 ２ ２ １ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ２ ， ５ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ５ ６ の 項 中 「 ２ ２ ２ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ３ ， ５ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ５ ７ の 項 中 「 ２ ２ ２ ， ４ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ３ ， ８ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ５ ８ の 項 中 「 ２ ２ ３ ， ３ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ４ ， ６ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ５ ９ の 項 中 「 ２ ２ ４ ， １ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ５ ， ４ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ６ ０ の 項 中 「 ２ ２ ４ ， ９ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ６ ， １ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ６ １ の 項 中 「 ２ ２ ５ ， ６ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ６ ， ８ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ６ ２ の 項 中 「 ２ ２ ６ ， ６ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ７ ， ８ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ６ ３ の 項 中 「 ２ ２ ７ ， ４ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ８ ， ６ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ６ ４ の 項 中 「 ２ ２ ８ ， ３ ０ ０ 」 を 「 ２ ２ ９ ， ４ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ６ ５ の 項 中 「 ２ ２ ９ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ０ ， １ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ６ ６ の 項 中 「 ２ ２ ９ ， ８ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ０ ， ８ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ６ ７ の 項 中 「 ２ ３ ０ ， ７ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ １ ， ７ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ６ ８ の 項 中 「 ２ ３ １ ， ７ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ２ ， ７ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ６ ９ の 項 中 「 ２ ３ ２ ， ４ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ３ ， ４ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ７ ０ の 項 中 「 ２ ３ ３ ， １ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ４ ， ０ ０ ０ 」  



に 改 め 、 同 部 ７ １ の 項 中 「 ２ ３ ３ ， ７ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ４ ， ５ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ７ ２ の 項 中 「 ２ ３ ４ ， ５ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ５ ， ２ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ７ ３ の 項 中 「 ２ ３ ５ ， ３ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ６ ， ０ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ７ ４ の 項 中 「 ２ ３ ６ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ６ ， ６ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ７ ５ の 項 中 「 ２ ３ ６ ， ７ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ７ ， ２ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ７ ６ の 項 中 「 ２ ３ ７ ， ３ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ７ ， ７ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ７ ７ の 項 中 「 ２ ３ ８ ， ０ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ８ ， ４ ０ ０ 」

に 改 め 、 同 部 ７ ８ の 項 中 「 ２ ３ ８ ， ８ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ９ ， １ ０ ０ 」  

に 改 め 、 同 部 ７ ９ の 項 中 「 ２ ３ ９ ， ６ ０ ０ 」 を 「 ２ ３ ９ ， ８ ０ ０ 」

に 改 め る 。  

第 ２ 条  亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ ０ 条 第 １ 項 中 「 １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ 万 ６ ， ０ ０ ０ 円 」  

に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 掲 げ る 額 」 を 「 定 め る 額 」 に 改 め 、 同 項

第１号中「２万３，０００円」を「２万７，０００円」に、「１万

２，０００円」を「１万６，０００円」に改め、同項第２号中「２

万 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ 万 ７ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ 万 ６ ， ０ ０ ０

円 」 を 「 １ 万 ７ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 ４ ７ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 、 ６ 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は

１ ０ ０ 分 の ９ ２ ． ５ 、 １ ２ 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は １ ０ ０ 分

の ９ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ９ ５ 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定 は 、

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 適 用 す る 。  

（ １ ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 以 下 「 改

正 後 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 の 規 定  平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日  

（ ２ ） 改 正 後 の 給 与 条 例 第 ４ ７ 条 の 規 定  令 和 元 年 １ ２ 月 １ 日  

（ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者

の 号 給 ）  



３  平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 第 １ 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い

て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 第 １ 条 の 規 定

による改正前の亀山市職員給与条例（次項及び第５項において「改

正 前 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 の 規 定 に よ り 、 新 た に 給 料 表 の

適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の

受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 市 長 の 定 め る 職 員 の 、 改

正 後 の 給 与 条 例 別 表 の 規 定 に よ る 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る

号 給 は 、 市 長 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 施 行 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者 の 号 給

の 調 整 ）  

４  施 行 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お い て 、 改 正 後 の 給

与 条 例 別 表 の 規 定 に よ り 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な

っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ

っ た 職 員 の 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 当 該

適 用 又 は 異 動 に つ い て 、 ま ず 改 正 前 の 給 与 条 例 別 表 の 規 定 が 適 用

さ れ 、 次 い で 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 か ら 改 正 後 の 給 与 条 例 別 表 の

規 定 が 適 用 さ れ る も の と し た 場 合 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限

度 に お い て 、 市 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と

が で き る 。  

（ 給 与 の 内 払 ）  

５  改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 改 正 前 の

給 与 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の

給 与 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。  

 （ 住 居 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

６  第 ２ 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 一 部 施 行 日 」

と い う 。 ） の 前 日 に お い て 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 職 員

給 与 条 例 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 の 月 額 が

２ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る 職 員 で あ っ て 、 一 部 施 行 日 以 後 に お い て も

引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 （ 貸 間 を 含 む 。 ） を 借 り 受 け 、

家 賃 （ 使 用 料 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 支 払 っ て い



る も の の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 規 則 で 定 め

る 職 員 を 除 く 。 ） に 対 し て は 、 一 部 施 行 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １

日 ま で の 間 、 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 第

３ ０ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 住 居 手 当 の 月 額 に 相 当 す る 額

（ 当 該 住 居 手 当 に 係 る 家 賃 の 月 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該

相 当 す る 額 を 超 え な い 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 額 。 第 ２ 号 に お い て

「 旧 手 当 額 」 と い う 。 ） か ら ２ ， ０ ０ ０ 円 を 控 除 し た 額 の 住 居 手

当 を 支 給 す る 。  

（ １ ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 第 ３ ０ 条 第

１ 項 に 該 当 し な い こ と と な る 職 員  

（ ２ ） 旧 手 当 額 か ら 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 職 員 給 与 条

例 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 住 居 手 当 の 月 額 に 相

当 す る 額 を 減 じ た 額 が ２ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る こ と と な る 職 員  

７  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 同 項 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  


